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富岡町成年後見制度の親族等申立に関する
助成金交付決定兼支払い通知書

第　　号
年　　月　　日

　様

富岡町長　　　　　　　

年　　月　　日付けで申請のありました、富岡町成年後見制度の親族等申立に関する助成金交付について、下記のとおり決定しましたので通知します。
	[bookmark: _Hlk172293476]成年被後見人等
	住所
	

	
	氏名
	

	成年後見人等
	住所
	

	
	氏名
	

	決定額
	
　　　　　　　　　円
（審判請求費用・成年後見人等報酬）

	支払金融機関支店名
	

	支払口座番号
	

	支払口座名義人
	

	支払予定日
	

	支払金額
	


※不服申し立て及び取り消し訴訟
1　この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に富岡町長に対し審査請求をすることができます。
2　また、この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日(異議申立てをした場合には、これに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に富岡町を被告として提訴することができます。
